
課税物件被災確認申請書の記載要領等 
 

１ この申請書は、被災課税物件の納税義務者、移出された製造場、採取場若しくは充てん場又は引き取ら 

  れた保税地域及び仕入先の異なるごとに、それぞれ別紙に記載してください。 

 

２ 「〃」や「同上」は記載しないでください。 

  また、「税務署整理欄」は、記載しないでください。 

 

３ 「被害状況」欄には、災害発生の日時、場所、災害の種類及びその程度を具体的に記載してください。 

 

４ 「⑦保険金、損害賠償金により補てんされた金額」欄には、被災物件に対する損失補てん明細書に記載

  した納税義務者ごとの「⑤」欄の金額を記載してください。 

 

５ 「⑨仕入れ先からの損失補償額」欄には、納税義務者（仕入先）から損失の補償を受けた、又は受ける

  金額を記載してください。 

 

６  確認書の交付を受けた場合には、その確認書を速やかにその課税物件の納税義務者又は仕入先に送付し

 てください。この場合において、納税義務者又は仕入先から損失の補償を受けた、又は受ける金額（「仕

 入先からの損失補償額」欄に記載する金額）があるときは、その損失補償を受けた、又は受ける旨及びそ

 の金額を記載した書類（現に金銭若しくは物品により補償を受けた旨を記載した書類又は損失の補償を受

 けることの契約がある旨を記載した書類等）を添付してください。 


